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税務訴訟資料 徴収関係判決 平成３０年判決分（順号２０１８－１） 

前橋地方裁判所高崎支部 平成●●年（○○）第●●号 所有権移転登記手続請求事件 

国側当事者・国 

平成３０年１月１０日認容・確定 

判 決 

原告 国 

同代表者法務大臣 上川 陽子 

同指定代理人 益子 浩志 

同 藤生 圭一郎 

同 坂井 陽一 

同 萩原 毅 

同 澤海 章 

同 坂主 純一 

同 田中 ひかる 

同 加藤 亜矢子 

被告 Ｙ 

主 文 

１ 被告は、Ａ株式会社に対し、別紙１物件目録記載の各土地について、真正な登記名義の回復を

原因とする所有権移転登記手続をせよ。 

２ 訴訟費用は被告の負担とする。 

事実及び理由 

第１ 請求の趣旨 

１ 主位的請求 

 主文同旨 

２ 予備的請求 

（１）Ａ株式会社とＢとが平成２７年４月１６日付けで別紙１物件目録記載の各土地についてし

た売買契約を取り消す。 

（２）被告は、Ａ株式会社に対し、別紙１物件目録記載の各土地について、真正な登記名義の回

復を原因とする所有権移転登記手続をせよ。 

（３）訴訟費用は被告の負担とする。

第２ 事実 

 原告は、主位的請求として、主文同旨の判決を求め、請求原因事実として、別紙２の１ない

し５のとおり述べ、予備的請求として、前記第１の２記載の判決を求め、請求原因事実として、

同別紙の６のとおり述べた。 

 これに対し、被告は、請求の棄却を求め、主位的請求に係る請求原因事実のうち、同１に関

し、Ａ株式会社（以下「会社」という。）において、税金の滞納があったことは知らない、同
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５（１）に関し、平成２８年４月１２日の国税局の取調べの際に、被告が会社の取締役会議で

別紙１物件目録記載の各土地（以下「本件各土地」という。）の売買が承認されたことについ

ては知らないと述べたことは認めるが、本件各土地の会社とＢ（以下「Ｂ」という。）との間

の売買や被告名義の普通預金口座における平成２７年４月２３日の２０００万円の入出金と当

該売買の関係は知らない、同５（２）に関し、本件各土地について、その登記名義上、所有者

がＢから被告に変更されたことは承知しているが、同手続は、被告がＢから印鑑を貸すように

頼まれ行われたものであるから、その具体的な経緯は知らない、同名義変更に関し、被告は、

Ｂに金銭を一切支払っていないと述べた。 

第３ 理由 

 証拠（甲４の１ないし４の６）によれば、本件各土地の所有者名義は、登記記録上、平成２

７年４月１６日売買を原因として、会社からＢへと変更され（以下「本件売買１」という。）、

平成２８年３月３０日売買を原因として、Ｂから被告へと変更されていること（以下「本件売

買２」という。）が認められる。 

 被告は、本件の事実関係については積極的に争わないところ、前記第２の被告の陳述に加え、

証拠（適宜後掲）及び弁論の全趣旨によれば、原告が会社に対し多額の租税債権を有し、会社

が無資力であること（甲１の１ないし２の３）、Ｂが、本件売買１及び本件売買２の前後を通

じて、会社の代表者であり、会社に多額の滞納国税が存在することを認識していたこと（甲３

の１ないし３の８）、本件売買１は、高崎税務署長が会社に対して督促状を発送した数週間後

にされている上（甲３の１）、登記申請書上２０００万円で売買されたことになっているのに

（ただし、他の土地２筆を含む代金。甲５）、代金の支払がされていないこと（甲１２の１な

いし１２の７によれば、平成２７年４月２３日に被告名義口座から会社名義口座に入金された

２０００万円は同日被告名義口座に払い戻されている。）、本件売買１の承認に係る会社の取締

役会議事録は、Ｂが他の取締役の承認を得ずに作成したものであること（甲１１、１５）、本

件売買２は、原告が会社に対して財産の差押予告通知を発送した数日後にされている上（甲６

の１、６の２）、代金の支払がされていないこと、Ｂの長男において、Ｂから、差押えを免れ

るために本件各土地の名義を被告に移転したとの話を聞いたことがある旨述べていることなど、

別紙２の主位的請求に係る請求原因事実はいずれも認められる。 

 よって、予備的請求について判断するまでもなく、原告の請求は理由があるから認容し、主

文のとおり判決する。 

 

前橋地方裁判所高崎支部 

裁判官 櫻井 進 
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別紙１、別紙３、別紙租税債権目録 省略 
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（別紙２） 

 

請求の原因 

１ 原告の滞納会社に対する租税債権の存在 

 原告（前所管行政庁：高崎税務署長）は、平成２７年４月１６日現在、群馬県高崎市を本店所在

地とする訴外Ａ株式会社（以下「滞納会社」という。甲第１号証の１）に対し、既に納期限を経過

した源泉所得税、源泉所得税及復興所得税、法人税、消費税及地方消費税並びに復興特別法人税の

本税、加算税及び延滞税の合計１億５７７９万９２００円の租税債権（未確定延滞税額を除く。以

下「本件租税債権」という。）を有しており（甲第２号証の１）、平成２８年４月２０日現在、その

額は、３９３１万８０１１円となり（甲第２号証の２）、さらに、同月２１日以降も、その全額が

未納となっている（別紙租税債権目録、甲第２号証の３）。 

 なお、後記４（３）のとおり、高崎税務署長は、平成２７年４月２７日及び同年５月１８日、国

税通則法（以下「通則法」という。）４３条３項の規定に基づき、関東信越国税局長宛て徴収の引

継ぎを行っており、現在の所管行政庁は関東信越国税局長となっている。 

２ 滞納会社の概要 

 滞納会社は、被告及び被告の夫である訴外Ｂ（以下「Ｂ」という。）ほか５名が発起人となり、

群馬県高崎市において建設用重機リース業等を目的として、昭和４５年３月●日に設立された株式

会社であった（甲第１号証の１及び２）が、平成２７年６月●日、同社の株主総会決議に基づいて

解散し、同月１７日、清算人及び代表清算人をＢとする登記を経由した（甲第１号証の１）。 

 なお、滞納会社は、現在も清算手続中である。 

３ 滞納会社に対する査察調査及び刑事事件 

 滞納会社は、法人税等を免れる目的で建設用重機の売却代金を被告名義の預金口座に振り込ませ

るなどの仮装隠蔽工作を行い、売却益等について法人税等の申告を行わなかったことから、平成２

５年５月に査察調査を受け、確定した納税額１億５７７９万９２００円（本税１億１６８８万０７

００円及び加算税４０９１万８５００円）が滞納となった（甲第２号証の１）。 

 なお、滞納会社に対する上記査察調査に係る刑事事件については、前橋地方裁判所において、平

成２７年３月●日、法人税法違反の罪により、滞納会社につき罰金２０００万円、被告Ｂにつき懲

役１年６月、３年間の執行猶予とする有罪判決が宣告され（平成●●年（○○）第●●号各法人税

法違反被告事件）、同判決は、東京高等裁判所平成２７年９月２５日判決（平成●●年（○○）第

●●号各法人税法違反被告事件）及び最高裁判所平成２８年２月２３日第一小法廷決定（平成●●

年（○○）第●●号各法人税法違反被告事件）を経て確定している。 

４ 本件訴訟に至るまでの経緯 

（１）高崎税務署長は、滞納会社が納税の告知、更正処分及び決定処分に係る源泉所得税、源泉所得

税及復興所得税、法人税、消費税及地方消費税並びに復興特別法人税を納期限までに完納しなか

ったことから、平成２７年３月２５日付けで、滞納会社に対し、通則法３７条の規定に基づき、

督促状を送付した（甲３号証の１・３ないし１２枚目）ものの、上記督促状は、同月３０日、滞

納会社から、滞納国税の督促に対する不平・不満等を述べる同月２７日付けの文書と共に返送さ

れた（甲第３号証の１）。 

（２）別紙１物件目録記載の各土地（甲第４号証の１ないし６。以下「本件各不動産」という。）及

び別紙３物件目録記載の各土地（甲第４号証の７及び８。以下、本件各不動産と併せて「本件各
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不動産等」という。）について、平成２７年４月１６日、滞納会社からＢに対する同日売買（以

下「本件売買１」という。）を原因として、前橋地方法務局高崎支局同日受付第●●号をもって、

所有権移転登記が経由された（甲第４号証の１ないし８、甲第５号証）。 

（３）高崎税務署長は、平成２７年４月２７日及び同年５月１８日、通則法４３条３項の規定に基づ

き、滞納会社に係る滞納国税について、関東信越国税局長に徴収の引継ぎを行った。 

（４）原告ないし関東信越国税局徴収職員（以下「徴収職員」という。）は、滞納会社に対し、平成

２７年４月２７日及び同年５月１８日付け徴収の引受通知書、同月２６日付け「来署のお願い」

と題する文書、同年６月１５日付け及び平成２８年１月２５日付け「未納国税の納付について」

と題する文書、同年７月１５日付け「事務担当者の変更のお知らせ」と題する文書を順次送付し

たものの、いずれも上記各文書は、滞納会社から、滞納国税の納付に対する不平・不満等を述べ

る文書と共に返送された（甲第３号証の２ないし８）。 

（５）徴収職員は、平成２８年３月２５日付けで、滞納会社の代表清算人であるＢに対し、差押予告

通知書を送付し、同通知は、同月２６日に到達した（甲第６号証の１及び２）。 

（６）本件各不動産等について、平成２８年３月３０日、Ｂから被告に対する同日売買（以下「本件

売買２」といい、本件売買１と本件売買２を併せて「本件各売買」という。）を原因として、前

橋地方法務局高崎支局同日受付第●●号をもって、所有権移転登記が経由された（甲第４号証の

１ないし８、甲第７号証）。 

５ 本件各不動産の真実の所有者は被告ではなく滞納会社であること（主位的主張） 

 本件各売買については、以下で詳述するとおり、滞納会社が原告による差押えを免れるために被

告を本件各不動産の登記名義人とする外観を作出したものであり、本件各不動産の真実の所有者は

滞納会社であると認められるから、原告は、本件租税債権の徴収を図るため、通則法４２条及び民

法４２３条の規定に基づき、滞納会社に代位して、被告に対し、本件各不動産の真正な登記名義の

回復を原因とする所有権移転登記請求権を行使することができる。 

（１）本件売買１が虚偽表示により無効であること 

ア 徴収職員が、平成２８年４月１２日、Ｂに対し、滞納会社とＢとの間で本件売買１を行った

経緯等について聴取したところ、Ｂは、滞納会社を清算するために本件各不動産等を売り渡す

ことにしたものの、売買代金が低額になってしまうと困ることから、自らが買主となったこと

などを供述した（甲第８号証２枚目）。 

 他方で、徴収職員が、同日、被告とＢの子であり、本件売買１が行われた当時、滞納会社の

取締役でもあった訴外Ｃ（以下「Ｃ」という。甲第１号証の１、甲第９号証）に対し、本件売

買１が行われた経緯等について聴取したところ、Ｃは、従前に、Ｂ自身から「『税金を納めた

くない。このままだと税務署に差押えをされてしまうので、土地の名義を最初私Ｂにしたが、

Ｂ名義でも差押えされるかもしれないので、母、Ｙ名義に変更した。名義変更手続きに２５０

万程もかかってしまった』との話を聞いたことがある。」と述べるなど、Ｂ本人が滞納国税の

徴収に係る不動産の差押えを免れるために本件売買１を行っていたことを認める旨を供述した

（甲第１０号証３枚目）。 

イ また、上記アにおけるＣの供述に加え、以下の事実からも、本件売買１については、滞納会

社が滞納処分を免れるために、滞納会社とＢとの間で通謀した仮装取引であると認められる。 

（ア）前記４（１）のとおり、Ｂが、遅くとも平成２７年３月２７日時点で、高崎税務署長の同

月２５日付け督促状により、滞納会社に合計１億５０６３万５０００円の滞納国税があるこ
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とを認識していたこと（甲第３号証の１）。 

（イ）前記４（２）のとおり、上記（ア）の直後となる平成２７年４月１６日に、本件各不動産

等の登記名義が滞納会社からＢに移転していること（甲第４号証の１ないし８、甲第５号

証）。 

（ウ）Ｃ及び被告の供述によれば、本件売買１に当たって滞納会社の取締役会決議がされたとす

る平成２７年４月１６日の取締役会に、当時、滞納会社の取締役であったＣ及び被告が出席

せず、同日付けの取締役会議事録に署名及び押印をしていないにもかかわらず（甲第１０号

証３枚目、甲第１１号証２及び３枚目）、あたかもＣ及び被告が出席した上で滞納会社の取

締役会が開催され、出席取締役全員の一致をもって、本件各不動産等をＢに売却することを

承認する旨の決議がされたとする取締役会議事録が作成され、同日、滞納会社が本件売買１

を原因とする所有権移転登記の申請を行っていること（甲第５号証）。 

（エ）徴収職員が、平成２８年４月１２日、Ｂに対し、本件売買１に係る売買契約書の提示を求

めたものの、Ｂは、「会社にある。」と述べて本件売買１に係る契約書を徴収職員に提示しな

かったこと（甲第８号証２枚目）。 

（オ）買主とされるＢが売主とされる滞納会社に対し、本件売買１に係る売買代金２０００万円

（甲第５号証１０枚目）を支払った形跡がないこと。 

 なお、徴収職員が平成２８年４月１２日にＢの自宅において発見した滞納会社名義の普通

預金通帳には、印字された平成２７年４月２３日付けの２０００万円の入金履歴があり、そ

の左横に手書きで「土地代」と記載されている（甲第１２号証の１）。しかしながら、かか

る２０００万円の入金は、本件各不動産等の買主とされるＢ名義の預金口座から入金された

ものでなく、被告名義の普通預金口座から２０００万円を出金して滞納会社名義の上記普通

預金口座に入金された後、即時に同口座から２０００万円を出金して被告名義の普通預金口

座に入金したことが認められる（甲第１２号証の２ないし７）ことから、およそ本件売買１

に係る売買代金と認められるものではない。 

（カ）本件売買１に係る売買代金２０００万円が滞納会社の債務の弁済又は残余財産として分配

された形跡がないこと。 

（キ）滞納会社は、真実、本件売買１に基づいて本件各不動産等を２０００万円で売却したので

あれば、本件各不動産等の譲渡に係る法人税の申告をすべきであるにもかかわらず、当該申

告をしていないこと。 

（ク）本件各不動産等の所在地には、平成２８年８月２９日現在も、滞納会社を問合せ先とする

看板広告が設置されており、当該看板広告には、あたかも滞納会社の自社物件であるかのよ

うに、本件各不動産等を売却又は賃貸する旨が表示されていること（甲第１３号証）。 

ウ 以上からすると、本件売買１は、滞納会社が原告による差押えを免れるために、滞納会社と

Ｂが通謀して虚偽の意思表示によってされたものであり、民法９４条１項の規定に基づき無効

である。 

（２）本件売買２が虚偽表示により無効であること 

ア 徴収職員が、平成２８年４月１２日、Ｂに対し、Ｂと被告との間で本件売買２を行った経緯

等について聴取したところ、Ｂは、「いいじゃねえか、誰に売ったって。したくなったからし

たんだ。お金はこれから動かすところ。」などと供述し、具体的な動機等を述べることはなか

った（甲第８号証４及び５枚目）。 
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 この点について、徴収職員が、同日、被告に対し、本件売買２を行った経緯等について聴取

したところ、被告は、「夫（引用者注：Ｂ）から、不動産を全て私の名前にしたとは聞いてい

ましたが、それだけ言われただけで、詳しいことはわかりません。」、「不動産を私名義にする

のは賛成しました。理由は、私のところに市役所から通知がきて私が納めれば、夫が市役所と

ケンカになることが無くなるからです。」と述べるなど、Ｂとの間で真に本件各不動産等を売

買する意思はなく、単に本件各不動産等の登記名義人を被告とすることについて了承したのみ

である旨を供述している（甲第１１号証３及び４枚目）。 

イ また、上記アにおける被告の供述に加え、以下の事実からも、本件売買２については、滞納

会社が滞納処分を免れるために、Ｂと被告との間で通謀した仮装取引であると認められる。 

（ア）被告は、滞納会社が平成２７年６月●日に解散するまで同社の取締役であり、平成２５年

５月の査察調査等により滞納会社に多額の滞納国税が発生していることを十分認識し、認識

し得る立場にあったこと（甲第１号証の１）。 

（イ）前記４（５）及び（６）のとおり、徴収職員が、平成２８年３月２５日付けで、滞納国税

に係る差押予告通知書（甲第６号証の１）をＢの住所地宛てに送付し、同通知は同月２６日

に到達したところ（甲第６号証の２）、その直後となる同月３０日に、本件各不動産等の登

記名義がＢから被告に移転していること（甲第４号証の１ないし８、甲第７号証）。 

（ウ）徴収職員が、平成２８年４月１２日、Ｂに対し、本件売買２に係る売買契約書の提示を求

めたものの、Ｂは、「墓地の中にしまってある。一緒に来たら見せてやる。」と述べて本件売

買２に係る契約書を徴収職員に提示しなかったこと（甲第８号証５枚目）。 

（エ）買主とされる被告が売主とされるＢに対し、本件売買２に係る売買代金を支払った形跡が

なく、被告名義の預金口座から売買代金相当額が出金された形跡もないこと。 

ウ 以上からすると、本件売買２は、結局のところ、滞納会社が原告による差押えを免れるため

に、滞納会社の代表清算人でもあるＢと被告が通謀して虚偽の意思表示によってされたもので

あり、民法９４条１項の規定に基づき無効である。 

（３）滞納会社が無資力であること 

 前記２のとおり、滞納会社は、既に平成２７年６月●日に解散し、現在も清算手続中（甲第１

号証の１）であり、徴収職員が、平成２８年６月１９日に、滞納会社の徴収可能財産について調

査したものの、本件売買１によって売却した本件各不動産等以外にほかに見るべき財産もなく、

他方、本件租税債権の額は３９３１万８０１１円（甲第２号証の３）であるから、現時点におい

て滞納会社が無資力であることは明らかである。 

（４）原告は、滞納会社に代位した上で、所有権移転登記手続請求をすることができること 

 以上のとおり、本件各売買によって被告が本件各不動産等の登記名義人とされたのは、滞納会

社が原告による差押えを免れるために被告を本件各不動産等の登記名義人とする外観を作出した

結果であり、本件各不動産の真実の所有者は滞納会社であると認められるから、滞納会社は、被

告に対し、本件各不動産の真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記請求権を有してい

るにもかかわらず、この権利を行使しない。更にいえば、前記（１）で述べたとおり、滞納会社

が、滞納会社の唯一の財産ともいえる本件各不動産等について、原告による滞納処分を免れるた

めにＢと通謀して本件売買１を行ったことからすれば、本件各不動産について、真正な登記名義

の回復を原因とする所有権移転登記請求権を行使することも期待できない。 

 したがって、原告は、本件租税債権に基づく滞納会社に対する処分の一環として、本件各不動
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産につき差押登記の嘱託（国税徴収法６８条３項）を行う前提として、通則法４２条及び民法４

２３条の規定に基づき、滞納会社に代位して、被告に対し、本件各不動産の真正な登記名義の回

復を原因とする所有権移転登記請求権を行使することができる。 
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６ 本件各売買が詐害行為に当たること（予備的主張） 

 仮に、本件各売買が無効であるとは認められないとしても、本件各売買については、以下で詳述

するとおり、滞納会社、Ｂ及び滞納会社の取締役の地位にあった被告が、それぞれ租税債権者であ

る国を害することを認識しながら、滞納会社の積極財産である本件各不動産等を売買したことが認

められるから、通則法４２条及び民法４２４条の規定に基づき、取消しができる行為であるといえ

る。 

 したがって、原告は、被告に対し、本件各売買のうち本件各不動産の所有権移転に係る部分を詐

害行為として取り消し、本件各不動産の真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記請求権

を行使することができる。 

（１）詐害行為取消権の被保全債権の存在 

 詐害行為取消権は、債務者の詐害行為によって損害を受けた債権者が行使するものであるから、

これを取り消そうとする債権者の債権（被保全債権）は、詐害行為よりも前に発生していなけれ

ばならないとされている（大審院大正６年１月２２日判決・民録２３輯８ページ、最高裁昭和３

３年２月２１日第二小法廷判決・民集１２巻２号３４１ページ、最高裁昭和５５年１月２４日第

一小法廷判決・民集３４巻１号１１０ページ）ところ、前記１のとおり、本件の被保全債権であ

る本件租税債権は、詐害行為として取消しを求める本件各売買より前に発生していると認められ

る（甲第２号証の１ないし３）。 

（２）詐害行為の存在 

 本件各売買は財産権を目的とする法律行為である（民法４２４条２項）。 

 そして、本件各不動産等の固定資産評価額の合計額は３８７９万２７５５円（甲第１４号証）

であるところ、滞納会社は、本件売買１において、Ｂに対し、本件各不動産等を２０００万円

（甲第５号証１０枚目）で売却したのであるから、不相当に低廉な価格で売却したものといえる。

また、仮に、本件売買１について相当の価格による売却であったと評価したとしても、容易に消

費し、又は隠匿するなど散逸の機会が容易な金銭に代えることは、債権者を害する行為とされて

いる（大審院明治３９年２月５日判決・民録１２輯１３６ページ）から、ほかに見るべき財産を

有しない滞納会社が唯一の積極財産である本件各不動産等を売却したことによって責任財産を減

少させ、これにより無資力となったことは明らかである。 

 したがって、本件売買１は詐害行為であると認められる。 

（３）滞納会社及び被告の詐害の意思の存在 

 詐害の意思については、一般の債権者を害することを知って法律行為をしたことを要するが、

必ずしも特定の債権者を害することを意図し、又は意欲してこれをしたことを要しないと解され

ている（最高裁昭和５０年１２月１９日第二小法廷判決・金融法務事情７７９号２４ページ）。 

 これを本件についてみると、滞納会社の代表取締役であったＢは、本件売買１を行った当時、

滞納会社の清算を企図し、債務整理等を進めていた（甲第８号証２枚目）のであるから、当然、

本件各不動産等が滞納会社に唯一残された積極財産であり、本件各不動産等を売却することによ

って、一般の債権者を害することになることを認識していたというべきであり、また、前記４

（１）で述べたとおり、高崎税務署長の平成２７年３月２５日付け督促状を受領していたのであ

るから、本件租税債権の存在もまた認識していたというべきである。 

 さらに、転得者である被告も、平成２７年６月●日に滞納会社が解散するまで取締役であった

のであり（甲第１号証の１）、Ｂと同居している妻であることから、平成２５年５月の査察調査
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等により滞納会社に多額の滞納国税が発生していることを十分認識し、認識し得る立場にあった

といえ、本件売買２によって本件各不動産等を転得した当時、当然、本件各不動産等が滞納会社

に唯一残された積極財産であることも、更には本件租税債権の存在も認識していたものと認めら

れる。 

 以上のとおり、滞納会社及び被告のいずれも、本件各売買の時点で、原告を害する事実を知っ

ており、詐害の意思を有していたというべきである。 

（４）詐害行為取消権に基づく取消しの範囲及び原状回復の方法 

 詐害行為取消権は、債務者の責任財産を担保とするためのものであるから、流出した財産の回

復という詐害行為取消権の趣旨に鑑みても、売買契約の効力そのものを否定する必要はなく、取

消しの対象は、本件各売買に基づく本件各不動産の移転のみとすべきである。 

 そして、原状回復の方法としては、詐害行為により逸出した財産を返還させることが可能であ

れば、その財産自体の現物返還を求めるべきであり（大審院昭和９年１１月３０日判決・大審院

民事判例集１３巻２３号２１９１ページ）、転得者が存在し、その転得者に詐害の意思が認めら

れる場合には、直接に転得者に対して、現物返還を求めることができると解されている（大審院

明治４４年３月２４日判決・民録１７輯１１７ページ、大審院大正９年５月２９日判決・民録２

６輯７７６ページ）。 

 もっとも、債権者は、原則として自己の有する被保全債権額を超えて取消権を行使することが

できないから（最高裁昭和３０年１０月１１日第三小法廷判決・民集９巻１１号１６２６ペー

ジ）、詐害行為自体は単一の行為であっても、詐害行為の目的物が可分であるときは、その取消

しの範囲は、その債権者の被保全債権額を限度とするものとされている（大審院明治４２年６月

８日判決・民録１５輯５７９ページ）。 

 これを本件についてみると、詐害行為取消権の対象となる本件各売買は本件各不動産等につい

て行われたものであるところ、そのうち、現に被告が登記名義を有している別紙１物件目録記載

の本件各不動産の平成２８年度固定資産評価額は合計３１９３万７７６７円（甲第１４号証）で

あるのに対し、原告の滞納会社に対する本件租税債権の額は、平成２９年３月２７日現在、３９

３１万８０１１円（甲第２号証の３）であるから、原告は、詐害の意思を有する転得者たる被告

が本件売買２によって転得し、現に被告が登記名義を有している別紙１物件目録記載の本件各不

動産について現物返還するよう求めることができる。 

（５）原告は、詐害行為取消権に基づき、所有権移転登記手続請求をすることができること 

 以上のとおり、本件各売買は、客観的にみて詐害性の強いものであり、主観的にみても滞納会

社及び転得者である被告も詐害の意思を有していたものであるから、詐害行為に該当し、原告は、

本件各売買のうち本件各不動産の所有権移転に係る部分について、詐害行為取消権を有する。 

 したがって、原告は、本件租税債権の徴収を図るため、通則法４２条及び民法４２４条の規定

に基づき、被告に対し、本件各不動産の真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記請求

権を行使することができる。 

以上 


